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第１章 計画のあらまし 

１ 計画の背景と目的 …策定方針の背景と目的より 

本市は、高度成長期を中心に、公共施設及びインフラの整備をしてきましたが、今後、人口減少や少

子高齢化に伴い財政状況が厳しさを増すことが懸念されるなか、人口構成の変化による公共施設等の利

用需要の変化や施設老朽化に伴う維持補修経費の増大が予想されます。そのため、公共施設等の全体を

把握するとともに公共施設等を取り巻く現状や将来にわたる課題等を整理し、長期的な視点を持って総

合的かつ計画的な管理を推進することを目的に、平成 27年度に「羽生市公共施設等総合管理計画」（以

下「総合管理計画」という。）を策定しました。 

羽生市公共施設個別施設計画（以下「個別施設計画」という。）は、総合管理計画に基づき、公共施設

の長寿命化や、集約化・複合化といった再配置等に関する方向性を推し進めることにより、財政負担の軽

減・平準化とサービス水準の維持を両立させながら、公共施設の最適な配置を実現することを目的とし

た実施計画として策定します。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

個別施設計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」で規定され、本市の最上位計画である「羽生

市総合振興計画」及び総合管理計画で定めた基本的な考え方を踏まえ、個別施設ごとの具体の対応方

針を定める計画として、今後推進する公共施設の適正化に係る基本方針を示します。 
 

 

 

 

 

図表１ 本市における計画体系及び位置づけ 
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３ 計画の期間 

個別施設計画の計画期間は、令和 3年度から令和 12年度までの 10年間とします。今後の上位・関連

計画の見直しや社会情勢の変化等の状況に応じて適宜見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

※中長期的な施設のマネジメントが重要であることから、必要に応じて令和 3年度からの 40年間を 10年ごとに 

第 1期から第 4期に区分している部分があります。 

 

 

４ 基本的な記載事項 

国の「インフラ長寿命化基本計画」において個別施設計画の基本的な記載事項が示されており、本計

画もこの記載事項を踏まえて策定します。基本的な記載事項は以下のとおりです。 

 

 【 基本的な記載事項６項目】 

 

 

 

 

 ※総合管理計画に基づき行われる事業で、上記６項目が記載された個別施設計画に位置付けられた事 

  業について、国の「公共施設等適正管理推進事業債」を活用することが可能となります。 

  公共施設等適正管理推進事業債の対象となる事業は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間 10 年 （令和 3 年度から令和 12 年度まで） 

① 対象施設      ② 計画期間       ③ 対策の優先順位の考え方 

④ 個別施設の状態等  ⑤ 対策内容と実施時期  ⑥ 対策費用 

１．集約化・複合化事業  ２．長寿命化事業        ３．転用事業  

４．立地適正化事業    ５．ユニバーサルデザイン事業  ６．除却事業  
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５ 対象施設 

本計画の対象施設は、下表の 79施設とします。 

図表２ 公共施設一覧          （平成 25年末現在） 

施設分類 施設名 施設数 棟数 

Ⅰ 市民文化系施設 

産業文化ホール 

中央公民館、新郷公民館、須影公民館、岩瀬公民館、 

川俣公民館、井泉公民館、手子林公民館、三田ケ谷公民館、 

村君公民館、須影集会所、稲子集会所、桑崎集会所、 

下岩瀬集会所、西新田集会所 

15施設 16棟 

Ⅱ 社会教育系施設 図書館・郷土資料館、お種さんの資料館 2施設 3棟 

Ⅲ ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

  系施設 

体育館 

中央公園 
2施設 6棟 

Ⅳ 産業系施設 

市民プラザ、羽生勤労者総合福祉センター（ワークヒルズ羽生） 

三田ケ谷農林公園（キヤッセ羽生） 

三田ケ谷農村センター、道の駅はにゅう 

5施設 9棟 

Ⅴ 学校教育系施設 

羽生北小学校、新郷第一小学校、新郷第二小学校、須影小学校、 

岩瀬小学校、川俣小学校、井泉小学校、手子林小学校、 

三田ケ谷小学校、村君小学校、羽生南小学校 

西中学校※、南中学校※、東中学校※ 

学校給食センター、准看護学校 

16施設 55棟 

Ⅵ 子育て支援施設 

第一保育所、第二保育所、第三保育所、第四保育所、 

第六保育所、第七保育所 

岩瀬学童保育室、新郷第 1学童保育室、新郷第 2 学童保育室 

9施設 10棟 

Ⅶ 保健・福祉施設 
保健センター、手子林老人憩の家、井泉老人憩の家、 

もくせいの里 
4施設 4棟 

Ⅷ 行政系施設 

市役所、消防本部、消防署西分署、羽生第１消防センター、 

羽生第２消防センター、新郷消防センター、岩瀬消防センター、 

川俣消防センター、井泉消防センター、須影消防センター、 

手子林第１消防センター、手子林第２消防センター、 

三田ケ谷消防センター、村君消防センター 

羽生駅自由通路、西羽生駅自由通路 

16施設 20棟 

Ⅸ 公営住宅 宮田団地、南羽生団地、利根ヒルズこすか団地、旭町団地※ 4施設 10棟 

Ⅹ 供給処理施設 
清掃センター、粗大ごみ処理場 

汚泥再生処理センター、一般廃棄物最終処分場 
4施設 4棟 

Ⅺ その他 
斎場 

旧女性センター（パープル羽生）※ 
2施設 2棟 

合 計 79施設 139棟 

・施設分類は、総務省分類（公共施設等更新費用試算ソフト仕様書）によります。 

・供給処理施設のプラント部分、上水処理施設、下水処理施設については対象としていません。 

・※印の施設には用途廃止済の棟が含まれます。 
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第２章 公共施設個別施設計画について 

１ 公共施設等マネジメントの基本原則 …策定方針の背景と目的より 

 本市は、今後、生産年齢人口の減少に伴う税収の落ち込みや高齢化社会の進行に伴う扶助費の増加が

想定され、財政状況は一層厳しくなるものと推測されます。また、少子高齢化の進行による人口構成の

変動に伴う市民ニーズの変化への対応や、施設の老朽化による修繕費用、施設更新費用の増加への対応

が求められます（総合管理計画では、令和 3年度から令和 42年度までの 40年間で約 603億円、年平均

で約 15 億円かかるとされています。）。こうした課題を踏まえ、個別施設計画では、総合管理計画の公

共施設等マネジメントの基本原則に基づき施設総量の適正化に取り組みます。 

 

＜厳しさを増す財政状況への対応＞ 

 
 〇人口減少や利用状況などの動向を踏まえ、公共施設の統合、集約化・複合化、廃止などにより、総 

量の適正化を図り、費用を抑制していきます。 

 〇今後も保有し続ける施設については、より効率的な維持管理・活用を図り、コストの最適化を行っ

ていきます。 

 

＜人口動向を踏まえた市民ニーズへの対応＞ 

 
 〇新たな市民ニーズに対しては、新設を前提とせず、集約化・複合化などにより、機能の充実・見直

しを行っていきます。 

 〇今後も保有し続ける施設については、安定した市民サービスを提供し続けていくため、現在の機能

を維持していくとともに、質の向上を図ります。 

    

      【集約化のイメージ】          【複合化のイメージ】 

  
             図表３ 集約化・複合化のイメージ図 
 

＜施設の老朽化への対応＞ 

 
 〇今後も保有し続ける施設については、安全で安心に利用できる施設を提供していくため、耐震化 

  や日常から維持保全を徹底するなどにより、安全性を確保していくとともに、施設の長期利用を 

  推進します。 

基本原則１ 施設の総量の適正化・コストの最適化を目指します

基本原則２ 施設の機能の維持・向上を目指します

基本原則３ いつまでも安全・安心な施設づくりを目指します
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２ 目標耐用年数について  

 施設ごとに公共施設の更新や大規模改修等の対応時期の目安とするため、「建築物の耐久計画に関す

る考え方」（日本建築学会）を参考として、目標耐用年数を設定します。本計画における目標耐用年数は、

鉄筋コンクリート造、重量鉄骨造等の建物については、一般的な耐用年数 60 年を 80 年に長寿命化し、

軽量鉄骨造及び木造については一般的な耐用年数 40年を 50年に長寿命化することとします。また、公

営住宅のように国の基準による耐用年数が設定されている施設についても長寿命化の対象とします。 

なお、既に耐用年数を経過している施設など、一概に目標耐用年数が適用できない場合は、施設の個

別の状況や財政負担の平準化等を踏まえた上で、改修時期や存廃について設定します。 

 

図表４ 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

 

３ 長寿命化対象施設について 

 公共施設の長寿命化は、原則として「第 1章 5対象施設」で示した全施設を対象とします。ただし、

集約化・複合化・廃止など施設の再配置を検討する施設、現在使用を休止している施設、用途廃止済み

の施設等は長寿命化の対象施設とせず、施設の安全性・機能性に著しい不具合が発生した場合に修繕に

よる対応を行うものとします。 

 なお、小中学校施設は基本的に長寿命化対象施設としますが、別途策定予定の小中学校施設の適正規

模・適正配置に関する基本方針の策定後、当該方針に基づき見直しを行います。 

 

４ 予防保全による施設管理について 

 施設の劣化による不具合が発生してから対応を行う「事後保全型」の維持管理は、元の管理水準に引

き上げるために大がかりな修繕が必要で、費用も高くなり、耐用年数よりも前に更新が必要となる傾向

があります。そのため、損傷や劣化が進行する前の適切な時期に改修・修繕を行う「予防保全型」管理

を行うことで、施設の長寿命化とライフサイクルコスト（施設の建設から維持管理、解体までにかかる

費用）の縮減を目指します。 

 

５ 更新実施の考え方について  市総合管理計画・本庄市 

 公共施設が目標耐用年数を迎えた際には、人口の動向や市民ニーズ、周辺施設の立地状況及び類似施

設の状況等を踏まえ、適切な規模、機能を有した施設への更新を行います。また、再配置の検討を行う

施設については、既存施設又は新施設への機能の集約化・複合化について検討します。なお、休止中の

施設及び用途廃止済みの施設については、基本的に更新は行わず解体・売却を優先します。 
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６ 改修の考え方について 市施設維持保全プラン/本庄 

 適切な周期で施設の改修を行い、機能の維持向上と長寿命化を図り、目標耐用年数まで使用するため、

改修の基本的な考え方を整理します。なお、個別の施設の状態及び費用の平準化を考慮し、改修対応時

期は適宜変更するものとします。 

 

（１）長寿命化対象施設の改修周期 

 目標耐用年数を 80年とする施設は、築 20年目に経年劣化による消耗や機能低下に対する機能維持・

回復のための工事として計画改修、築 40 年目に性能を従来以上に向上させる長寿命化のための大規模

改修、築 60年目に機能回復のための計画改修を実施します。また、目標耐用年数を 50年とする施設は、

築 25年目に大規模改修を実施することを基本とし、その他の期間は適宜修繕により対応します。 

なお、1 回目の計画改修時期が既に経過している施設は、大規模改修工事に合わせて実施するものと

します。 

 

図表５ 長寿命化のイメージ 

 

 

（２）その他施設の改修について 

 集約化・複合化・廃止等の再配置を検討する施設は、大規模改修等は行わず、施設の安全性・機能性

に著しい不具合が生じた場合には修繕等により適宜対応します。 

 なお、耐震診断が未実施の施設については、大規模改修実施前に耐震診断を実施し、耐震改修の要否

及び長寿命化の可否について検討を行います。 
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第３章 公共施設の再配置 

第１節 公共施設の再配置について 

１ 個別施設の評価について 

 総合管理計画における公共施設等マネジメントの基本原則を踏まえ、建物評価及びサービス評価によ

り施設個別の現状を把握することで、今後の施設の方向性の検討材料とします。 
 
 

（１）建物評価  

 施設構造ごとの目標耐用年数から残寿命年数を算出し、建物の評価点を算出します（5点満点）。 

なお、計算の結果マイナス評価となった場合は 0点とします。 

                            図表６ 構造別目標耐用年数 

 

 

 

 

 

 

 

（２）サービス評価 

 サービス評価は、年間利用者数率、年間稼働日数率、一人当たりコストを基準（図表 7）とし、サー

ビスの評価点を出します（5段階評価で 3つの基準の平均点。計算結果がマイナスの場合は 0点）。 

学校・公営住宅は、上記では評価が難しいため、別基準（図表 8・9）とします。なお、行政系施設及

び供給処理施設は、サービス評価の対象外とします。 

図表７ サービス評価基準 

 

 

 

 

 

構 造 目標耐用年数 
 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 

プレキャストコンクリート造 

コンクリートブロック造 
 

80 年 

軽量鉄骨造、木造 50 年 

【計算式】 

目標耐用年数 － (2019年度－築年度) ＝ 残寿命年数 

(残寿命年数 / 目標耐用年数)× 5点 ＝ 建物評価点 

例）1983 年度築 鉄筋コンクリート造 

80年 － (2019年 － 1983年) ＝ 44年 

(44年 ／ 80年) × 5点 ≒ 2.8点 
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図表８   サービス評価基準（学校施設） 

 

 

 

 

図表９ サービス評価基準（公営住宅） 
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（３）個別施設の評価による分類 

 施設の建物評価とサービス評価の結果をマトリックス（2 軸）分類で整理します。これにより得られ

た分類結果は、公共施設の再配置に向けた施設の対策方針を検討する上での判断材料とします。 

 なお、活用が見込めない施設は廃止するなど、施設の総量の適正化につなげるものとします。 
 
 

図表１０ 建物評価×サービス評価による方向性の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(点) 

(点) 
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２ 対策の優先度について  

（１）対策の優先度の考え方   

 施設対策費用の平準化と施設ごとの対策方針を検討する上での判断材料とするため、施設の劣化状況

と施設の重要度を踏まえた対策の優先度を設定します。 

 

（２）簡易劣化調査  

 本市では施設の劣化状況を把握するため、簡易劣化調査を行いました。簡易劣化調査の調査項目は、

１屋根・屋上、2外壁、3内部、4電気設備、5機械設備の 5部位です。1屋根・屋上、2外壁は目視状況

により、3 内部、4 電気設備、5 機械設備は部位の全面的な改修年からの経過年数を基本にＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄの 4段階で評価します。なお、評価基準は以下のとおりです。 

 
図表１１ 簡易劣化調査評価基準（目視評価・経年評価） 

 

目視評価（屋根･屋上、外壁）                   経年評価(内部、電気設備、機械設備) 

評価 基準  評価 基準 

Ａ 概ね良好 Ａ 20年未満 

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上問題なし） Ｂ 20～40年 

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上不具合発生の兆し） Ｃ 40年以上 

Ｄ 

早急に対応する必要がある 

（安全上、機能上、問題有り） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 

Ｄ 

経過年数に関わら

ず著しい劣化事象

がある場合 

 

■ 劣化度の算定 

 劣化度は、各施設の 5部位について劣化状況をＡ～Ｄの 4段階で評価したものを数値化した評価指標

です。部位の評価点と部位の重要度を図表 12・13のように定め、劣化度を 5点満点で算定します。 

 部位の重要度は、1 屋根・屋上、2 外壁は建物の維持保全を見据えた際に躯体を保護する重要な部位

として「25」、3 内部は、利用者の安全性に係る重要な部位として「20」とします。4 電気設備及び 5 機

械設備は、施設運営に欠かせませんが、躯体への影響は他部位よりも低いため、計画的な改修により機

能を維持するべき部位として「15」とします。 

 

図表１２ 部位の評価点      図表１３ 部位の重要度 

         

 

 

 

 

 

  

 

 

評価 評価点 

Ａ 2 

Ｂ 3 

Ｃ 4 

Ｄ 5 

部位 重要度 

1 屋根・屋上 25 

2 外壁 25 

3 内部 20 

4 電気設備 15 

5 機械設備 15 

合 計 100 

良好

 

劣化 

良好

 

劣化 
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劣化度  

 

 

※劣化度は、数値が大きいほど劣化が進んでいることを示します。 
 

劣化度計算例 

                            

 

 

 

 

 

 
 

                                                   

   計  375 

                      ÷   100    

  劣化度  3.75  

部 位 評価  評価点  重要度   

１ 屋根・屋上 Ｃ → 4 × 25 ＝ 100 

２ 外壁 Ｄ → 5 × 25 ＝ 125 

３ 内部 Ｂ → 3 × 20 ＝ 60 

４ 電気設備 Ａ → 2 × 15 ＝ 30 

５ 機械設備 Ｃ → 4 × 15 ＝ 60 

 

 

（３）対策の優先度  

 簡易劣化調査に基づく劣化度と施設の重要度を踏まえ、優先度評価点として数値化し、施設ごとの対

策の優先度を設定します。 

 

■ 優先度評価点の算出方法 

優先度は、以下の計算式により算出した優先度評価点に基づき設定します。 

 

 

 

 ・劣化度 

   劣化度は、前述した簡易劣化調査に基づいた屋根・屋上、外壁、内部、電気設備及び機械設備の 

劣化状況を数値化したものを使用します。 

 

・施設用途別重要度 

   行政機能の中枢を担うものや災害時の拠点施設、政策的に重要な施設等、施設の重要度を加味し 

て加点します。 

 

図表１４ 施設用途別重要度点数表 

 

 

 

 

対象施設 点数 

防災活動拠点施設、供給処理施設、政策上特に重要な施設等 10 

避難所・防災関連施設、政策上重要な施設等 5 

その他施設 0 

優先度評価点    ＝ （ 劣化度 × 10 ） ＋  施設用途別重要度加点 
 

劣化度 ＝ （部位の評価点 × 部位の重要度） ÷ 100 
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■ 優先度評価点による分類 

優先度評価点により、施設をＡ～Ｃの 3ランクに分類します。優先度評価点が高い施設ほど対策の 

優先度が高い施設となります。 

 

図表１５ 優先度評価点による優先度ランク 

優先度評価点 優先度ランク 

５０点以上 Ａ 

４０点以上５０点未満 Ｂ 

４０点未満 Ｃ 
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３ 個別施設の状態と対策方針 

施設分類別に施設の概要と施設マネジメントの方針を整理するとともに、個別施設の評価と対策の優

先度を踏まえ、今後 10年間の施設の対策方針について施設ごとに整理します。 

 15頁以降の主な記載項目については以下のとおりです。 

 

・主体構造 

主体構造の表記と種類については図表 16のとおりです。 

図表１６ 主体構造の表記と種類 

表記 種類 

ＲＣ 鉄筋コンクリート造 

ＳＲＣ 鉄骨鉄筋コンクリート造 

Ｓ 鉄骨造 

ＬＳ 軽量鉄骨造 

ＰＣ プレキャストコンクリート造 

ＣＢ コンクリートブロック造 

Ｗ 木造 

 

・更新時期の目安 

  施設ごとの目標耐用年数経過時期または再配置施設の対策時期の目安を示しています。なお、対策

時期については、令和 3年度以降の 40年間を 10年ごとに第 1期から第 4期に区分しています。 
 

図表１７ 更新時期の目安の区分 

第 1期 令和 3年（2021年）度 ～ 令和 12年（2030年）度 

第 2期 令和 13年（2031年）度 ～ 令和 22年（2040年）度 

第 3期 令和 23年（2041年）度 ～ 令和 32年（2050年）度 

第 4期 令和 33年（2051年）度 ～ 令和 42年（2060年）度 

期間外 令和 43年（2061年）度以降 

 

 

・建物評価 (ａ) 

「１ 個別施設の評価」における「建物評価」により算出した施設ごとの評価点です。 

 

・サービス評価 (ｂ) 

「１ 個別施設の評価」における「サービス評価」により算出した施設ごとの評価点です。 

 

・建物評価×サービス評価 (ａ)×(ｂ) 

「建物評価×サービス評価による方向性の考え方」（9 頁・図表 10）に基づき分類された、各施設

の区分（Ａ～Ｅ）を示しています。 
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・優先度評価点 

施設の劣化状況と施設の重要度を踏まえて点数化したものです。点数が高いほど優先度が高いこと

を表します。 

 

・対策の優先度 

  優先度評価点に基づき分類した施設ごとの優先度ランク（Ａ～Ｃ）です。 

 

・10年間の対策方針  

 「建物評価×サービス評価」と「対策の優先度」を勘案した、各施設の今後 10 年間の対策方針の

区分（図表 18）を示しています。 

 

図表１８  対策方針の区分 

対策方針 対策内容 

1 維 持 現在の用途を変更せず、存続する場合 

2 更 新 現在の用途を変更せず、施設の建替えを実施する場合 

3 減 築 更新の際に、現在の施設規模を縮小する場合 

4 集約化 同一の用途を１か所にまとめる場合 

5 複合化 異なる用途を１か所にまとめる場合 

6 譲 渡 地域や民間等へ施設の維持管理等を含めて譲り渡す場合 

7 廃 止 施設の用途を廃止する場合 
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Ⅰ 市民文化系施設 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・産業文化ホールは、文化活動の拠点施設として年間約 6万人の利用者が

います。今後も設備関係等の計画的な改修が必要です。 

・公民館・集会所は 15施設で、建築後 35年以上経過している施設が 13施

設、そのうち建築後 40年以上経過している施設が 5施設あります。 

・中央公民館は、市内公民館の中でも老朽化が著しく、利用者の安全を確

保するため、修繕等の対応が必要です。 

・公民館施設は持続可能な財政運営を実現するため、適正な受益者負担を

検討する必要があります。 

 

 

 

 

施設名称 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 
耐震 

改修 

建物 

評価 
（a） 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 
 

ｻｰﾋﾞｽ評価 
(a)×(b) 

1 産業文化ホール ＳＲＣ 1983 36 期間外 不要 2.8 2.0 Ｃ２ 

2 中央公民館 ＲＣ 1982 37 第 2期 不要 2.7 3.3 Ｂ１ 

3 新郷公民館 Ｓ 1984 35 期間外 不要 2.8 3.3 Ｂ１ 

4 須影公民館 Ｓ 1980 39 期間外 実施済 2.6 3.3 Ｂ１ 

5 岩瀬公民館 Ｓ 1983 36 期間外 不要 2.8 3.3 Ｂ１ 

6 川俣公民館 Ｓ 1978 41 第 4期 実施済 2.4 3.3 Ｂ１ 

7 井泉公民館 Ｓ 1981 38 期間外 不要 2.6 3.3 Ｂ１ 

8 手子林公民館 Ｓ 1981 38 期間外 不要 2.6 3.7 Ｂ１ 

9 三田ヶ谷公民館 Ｓ 1983 36 期間外 不要 2.8 3.3 Ｂ１ 

10 三田ヶ谷公民館プレイルーム ＬＳ 1995 24 期間外 不要 2.6 3.3 Ｂ１ 

11 村君公民館 Ｓ 1977 42 第 4期 実施済 2.4 3.3 Ｂ１ 

12 須影集会所 Ｗ 1994 25 期間外 不要 2.5 5.0 Ｂ１ 

13 稲子集会所 Ｗ 2001 18 第 4期 不要 3.2 5.0 Ａ 

14 桑崎集会所 Ｗ 1974 45 第 1期 不要 0.5 4.0 Ｃ１ 

15 下岩瀬集会所 Ｓ 1975 44 第 4期 未実施 2.3 5.0 Ｂ１ 

16 西新田集会所 Ｗ 1978 41 第 1期 不要 0.9 2.0 Ｄ１ 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・中央公民館は、安全性確保の観点から必要な修繕を実施します。 

・老朽化が進行した施設への対策を優先的に実施します。 

 

施設の全体的な方針 ・産業文化ホールは「産業文化ホール在り方検討委員会」の提言にしたがい

存続させ、計画的な改修を実施しながら利用者の拡大を図ります。 

・各集会所は同和対策事業としての位置づけにより、現施設数での適切な維

持管理に努めます。 

・公民館は当面現状の施設数を維持することを基本とし、今後も計画的な改

修を実施します。 

個別施設の方針 ・産業文化ホールは計画的な改修を実施しながら、引き続き指定管理制度に

よる利用拡大を推進します。 

・中央公民館は当面修繕しながら維持し、施設の複合化を検討します。 

・下岩瀬集会所は耐震改修未実施のため、次回改修実施時に耐震診断を実施 

 のうえ、施設の長寿命化の可否を検討します。 

 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

31.5 Ｃ 維持 更新時には社会情勢を踏まえて在り方を検討します。 

58 Ａ 維持 当面は維持しながら、施設の複合化を検討します。 

42.5 Ｂ 維持  

32.5 Ｃ 維持  

49 Ｂ 維持  

42.5 Ｂ 維持  

49 Ｂ 維持  

40 Ｂ 維持  

44.5 Ｂ 維持  

35 Ｃ 維持  

35 Ｃ 維持  

30 Ｃ 維持  

20 Ｃ 維持  

35 Ｃ 維持 施設の状態を勘案しながら、更新時期を検討します。 

39.5 Ｃ 維持  

30 Ｃ 維持 施設の状態を勘案しながら、更新時期を検討します。 
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Ⅱ 社会教育系施設 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・図書館・郷土資料館は社会教育施設の重要拠点として、年間約 7万人以

上に利用されています。 

・図書館・郷土資料館は経年による老朽化が見られます。 

・お種さんの資料館は、観光施設として年間千人程の来館者がいますが、

建物の老朽化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 

耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 
 

ｻｰﾋﾞｽ評価 
(a)×(b) 

1 図書館 ＲＣ 1985 34 期間外 不要 2.9 3.3 Ｂ１ 

2 郷土資料館 ＲＣ 1985 34 期間外 不要 2.9 3.3 Ｂ１ 

3 お種さんの資料館 Ｗ 1980 39 第 2期 未実施 1.1 3.0 Ｃ２ 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・老朽化が進行した施設への対策を優先的に実施します。 

施設の全体的な方針 ・計画的な改修により適切に維持保全を図ります。 

・利用状況等を踏まえて施設の集約化・複合化について検討します。 

個別施設の方針 ・図書館・郷土資料館は計画的な改修の実施により施設を長寿命化し、窓口

委託による運営経費の削減及び適正な維持管理に努めます。 

・お種さん資料館は観光資源としての重要性を考慮し、機能を存続させるた

め、他施設との集約化又は複合化を検討します。 

 

 

 

 

 

 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

32.5 Ｃ 維持  

32.5 Ｃ 維持  

35 Ｃ 維持 当面は維持し、他施設への複合化等を検討します。 
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Ⅲ スポーツ・レクリエーション系施設 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・体育館及び中央公園は、スポーツ振興事業の拠点として活用されており

年間約 10万人が利用しています。 

・体育館サブアリーナを除き、各施設は建築後 30年以上が経過しています。 

・中央公園物置と中央公園管理棟は耐用年数の経過につき、今後、更新時

期について検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 

耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 
 

ｻｰﾋﾞｽ評価 
(a)×(b) 

1 体育館 ＲＣ 1979 40 第 4期 実施済 2.5 3.3 Ｂ１ 

2 体育館サブアリーナ ＲＣ 2002 17 期間外 不要 3.9 3.7 Ａ 

3  中央公園陸上競技場メインスタンド゙  ＲＣ 1985 34 期間外 不要 2.9 3.0 Ｃ２ 

4 中央公園物置（格納庫） ＬＳ 1986 33 第 2期 不要 1.7 ― Ｃ２ 

5 中央公園メイントイレ ＲＣ 1988 31 期間外 不要 3.1 ― Ｂ２ 

6 中央公園管理棟 Ｗ 1972 47 第 2期 未実施 0.3 ― Ｄ１ 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・体育館は耐震性が確保されていることから、老朽化が進行した施設への対

策を優先的に実施します。 

・中央公園施設は、耐用年数を経過する施設の対応時期を検討します。 

施設の全体的な方針 ・体育館及び中央公園は指定管理者の導入により、適切な維持管理と運営管

理費の節減を図ります。 

 

個別施設の方針 ・体育館はスポーツ振興の拠点施設であり、災害時の拠点施設として指定さ

れていることから計画的な改修による長寿命化を図ります。 

・中央公園の各施設は維持を基本とし、更新時に適切な規模での建替えにつ

いて検討します。 

 

 

 

 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

43.5 Ｂ 維持 指定管理者制度による適切な施設運営を行います。 

36.5 Ｃ 維持 指定管理者制度による適切な施設運営を行います。 

32.5 Ｃ 維持  

30.0 Ｃ 維持 施設の状態を勘案しながら当面は維持し、更新時期を検討します。 

30.0 Ｃ 維持  

33.0 Ｃ 維持 施設の状態を勘案しながら当面は維持し、更新時期を検討します。 
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Ⅳ 産業系施設 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・市民プラザは貸館のほか、子育て支援拠点施設や家庭児童相談室などの

行政機能も有しており、約 11万人以上が利用しています。 

 施設設備の劣化が目立ち、改修・更新には多額の費用がかかります。 

・羽生勤労者総合福祉センターは指定管理者制度を導入し、各種研修やス

ポーツ用の活動の場の提供しており、約 5.5万人が利用しています。 

・三田ヶ谷農村センターは築後 40年以上が経過しており、施設の著しい老

朽化が課題となっています。 

・三田ケ谷農林公園「キヤッセ羽生」は築後 20年以上が経過しており、施

設設備に老朽化が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 

耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 
 

ｻｰﾋﾞｽ評価 
(a)×(b) 

1 市民プラザ ＲＣ 1982 37 第 2期 不要 2.7 3.0 Ｃ２ 

2 羽生勤労者総合福祉センター 

（ワークヒルズ羽生） 
ＲＣ 1992 27 期間外 不要 3.3 3.0 Ｂ２ 

3 三田ヶ谷農林公園加工体験棟 ＲＣ 1999 20 期間外 不要 3.8 4.3 Ａ 

4 三田ヶ谷農林公園第二農業物産館 ＬＳ 2010 9 期間外 不要 4.1 4.3 Ａ 

5 三田ヶ谷農林公園レストラン・地ビール工房 ＲＣ 2000 19 期間外 不要 3.8 4.3 Ａ 

6 三田ヶ谷農林公園農業体験棟 ＲＣ 2000 19 期間外 不要 3.8 4.3 Ａ 

7 三田ヶ谷農林公園農業物産館 ＲＣ 1999 20 期間外 不要 3.8 4.3 Ａ 

8 三田ヶ谷農村センター ＲＣ 1977 42 第 2期 未実施 2.4 2.0 Ｃ２ 

9 道の駅はにゅう  Ｓ 2007 12 期間外 不要 4.3 4.6 Ａ 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・老朽化が進行した施設への対策（改修・更新等）を優先的に検討します。 

施設の全体的な方針 ・機能が類似している施設は、利用状況や施設の老朽化の状況を踏まえなが

ら、施設の複合化による合理的な施設配置を検討します。 

個別施設の方針 ・市民プラザは当面の間施設を維持し、更新時には施設規模を縮小のうえ、

機能の複合化を検討します。 

・三田ヶ谷農村センターは、耐震調査が未実施であり設備も劣化が目立って

きているため、長寿命化はせず適正な規模での更新や複合化を検討しま

す。 

 

 

 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

43 Ｂ 維持 
当面の間は現状を維持し、規模を縮小した新複合施設として建替えを検

討します。 

37.5 Ｃ 維持  

23 Ｃ 維持  

20 Ｃ 維持  

23 Ｃ 維持  

27.5 Ｃ 維持  

23 Ｃ 維持  

36 Ｃ 維持 現状維持を図りながら、施設の在り方を検討します。 

25 Ｃ 維持 改修時期は関係機関との調整が必要です。 
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Ⅴ 学校教育系施設 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・小学校 11校及び中学校 3校の延床面積は 71,234㎡であり、公共施設全

体の約 5割を占めています。 

・小学校はほとんどが築後 30年を経過しており、施設によっては早期の改

修が望ましい施設があります。 

・中学校は西中学校の一部施設を除き、築後 40年近くが経過しています。 

・給食センターは築後 30年が経過し、設備の老朽化が進行しています。特

に、調理器具や空調設備の劣化が課題です。 

・准看護学校は民間に貸与しています。施設は全体的に経年による老朽化

が進んでいます。 

 

 

 

 

 

施設名称 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 
耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 

ｻｰﾋﾞｽ評価 

(a)×(b) 

1 羽生北小学校プール施設 ＲＣ 1990 29 第 3期 不要 3.2 3.0 Ｂ２ 

2 羽生北小学校屋内運動場 Ｓ 1990 29 期間外 不要 3.2 3.0 Ｂ２ 

3 羽生北小学校校舎 1 号館 ＲＣ 1991 28 期間外 不要 3.3 3.0 Ｂ２ 

4 羽生北小学校校舎 2 号館 ＲＣ 1969 50 第 3期 実施済 1.9 3.0 Ｃ２ 

5 羽生北小学校校舎 3 号館 ＲＣ 1979 40 第 4期 不要 2.5 3.0 Ｃ２ 

6 新郷第一小学校プール施設 ＣＢ 1996 23 第 4期 不要 3.6 2.0 Ｂ２ 

7 新郷第一小学校屋内運動場 Ｓ 1986 33 期間外 不要 2.9 2.0 Ｃ２ 

8 新郷第一小学校校舎 ＲＣ 1981 38 期間外 不要 2.6 2.0 Ｃ２ 

9 新郷第二小学校プール施設 ＣＢ 1983 36 第 3期 不要 2.8 2.0 Ｃ２ 

10 新郷第二小学校屋内運動場 Ｓ 1982 37 期間外 不要 2.7 2.0 Ｃ２ 

11 新郷第二小学校校舎 ＲＣ 1980 39 期間外 不要 2.6 2.0 Ｃ２ 

12 須影小学校プール施設 ＣＢ 1985 34 第 3期 不要 2.9 3.0 Ｃ２ 

13 須影小学校屋内運動場 Ｓ 1985 34 期間外 不要 2.9 3.0 Ｃ２ 

14 須影小学校校舎 1号館 ＲＣ 1984 35 期間外 不要 2.8 3.0 Ｃ２ 

15 須影小学校校舎 2号館 ＲＣ 1984 35 期間外 不要 2.8 3.0 Ｃ２ 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・老朽化が進行した施設への対策（改修等）を優先的に検討します。 

・小中学校については、学校施設の再編について検討を進め、優先順位を具

体化します。 

施設の全体的な方針 ・小中学校施設は、人口動向や地域の年齢構成等を踏まえた適正規模・適正

配置に関する方針について検討を進めます。 

・耐震性に問題のない施設は、計画的な改修で長寿命化を図ります。 

 

個別施設の方針 ・各中学校プール施設は用途を廃止します。 

・各小学校プール施設は現状維持しつつ、在り方を検討します。 

・その他学校施設及び学校給食センターは、長寿命化を図ります。 

・准看護学校は修繕により現状を維持しながら今後の在り方を検討します。 

 

 

 

 

 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

31.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

28.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

40 Ｂ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

31.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

30 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

31.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

28.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

33.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

35.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

45 Ｂ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

45 Ｂ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 
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施設名称 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 
耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 

ｻｰﾋﾞｽ評価 

(a)×(b) 

16 岩瀬小学校プール施設 ＣＢ 1986 33 第 3期 不要 2.9 3.0 Ｃ２ 

17 岩瀬小学校屋内運動場 Ｓ 1981 38 期間外 不要 2.6 3.0 Ｃ２ 

18 岩瀬小学校校舎 ＲＣ 1979 40 第 4期 実施済 2.5 3.0 Ｃ２ 

19 川俣小学校プール施設 ＲＣ 1998 21 第 4期 不要 3.7 2.0 Ｂ２ 

20 川俣小学校屋内運動場 Ｓ 1984 35 期間外 不要 2.8 2.0 Ｃ２ 

21 川俣小学校校舎 ＲＣ 1982 37 期間外 不要 2.7 2.0 Ｃ２ 

22 井泉小学校プール施設 ＣＢ 1984 35 第 3期 不要 2.8 3.0 Ｃ２ 

23 井泉小学校屋内運動場 Ｓ 1980 39 期間外 実施済 2.6 3.0 Ｃ２ 

24 井泉小学校校舎 1号館 ＲＣ 1975 44 第 4期 実施済 2.3 3.0 Ｃ２ 

25 井泉小学校校舎 2号館 ＲＣ 1979 40 第 4期 不要 2.5 3.0 Ｃ２ 

26 手子林小学校プール施設 ＣＢ 1989 30 第 3期 不要 3.1 3.0 Ｂ２ 

27 手子林小学校屋内運動場 Ｓ 1988 31 期間外 不要 3.1 3.0 Ｂ２ 

28 手子林小学校校舎 ＲＣ 1989 30 期間外 不要 3.1 3.0 Ｂ２ 

29 三田ヶ谷小学校プール施設 ＲＣ 2000 19 第 4期 不要 ― ― ― 

30 三田ヶ谷小学校屋内運動場 Ｓ 1982 37 期間外 不要 ― ― ― 

31 三田ヶ谷小学校校舎 ＲＣ 1978 41 第 4期 実施済 ― ― ― 

32 村君小学校プール施設 ＲＣ 1997 22 第 4期 不要 ― ― ― 

33 村君小学校プレイルーム棟 ＬＳ 1989 30 第 3期 不要 ― ― ― 

34 村君小学校屋内運動場 Ｓ 1973 46 第 4期 実施済 ― ― ― 

35 村君小学校校舎 ＲＣ 1981 38 期間外 不要 ― ― ― 

36 羽生南小学校プール施設 ＣＢ 1977 42 第 2期 不要 2.4 3.0 Ｃ２ 

37 羽生南小学校屋内運動場 Ｓ 1977 42 第 4期 実施済 2.4 3.0 Ｃ２ 

38 羽生南小学校校舎 1号館 ＲＣ 1976 43 第 4期 実施済 2.3 3.0 Ｃ２ 

39 羽生南小学校校舎 2号館 ＲＣ 1976 43 第 4期 実施済 2.3 3.0 Ｃ２ 

40 羽生南小学校生活科室棟 ＬＳ 1981 38 第2期以降 不要 1.2 3.0 Ｃ２ 
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優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

33.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

34 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

31.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

33.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

45 Ｂ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

33.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

38.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

40.5 Ｂ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

33.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

30 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

35 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

― ― 廃止 令和７年度から廃止予定。 

― ― 廃止 令和７年度から廃止予定。 

― ― 廃止 令和７年度から廃止予定。 

― ― 廃止 令和７年度から廃止予定。 

― ― 廃止 令和７年度から廃止予定。 

― ― 廃止 令和７年度から廃止予定。 

― ― 廃止 令和７年度から廃止予定。 

35 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

32.5 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

40.5 Ｂ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

40.5 Ｂ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

30 Ｃ 維持 継続して使用しますが更新は行いません。 
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施設名称 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 
耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 

ｻｰﾋﾞｽ評価 

(a)×(b) 

41 西中学校プール施設 ＣＢ 1964 55 ― 不要 1.6 3.0 Ｃ２ 

42 西中学校屋内運動場 ＲＣ 1993 26 期間外 不要 3.4 3.0 Ｂ２ 

43 西中学校校舎 1 号館 ＲＣ 1995 24 期間外 不要 3.5 3.0 Ｂ２ 

44 西中学校校舎 2 号館 ＲＣ 2002 17 期間外 不要 3.9 3.0 Ｂ２ 

45 西中学校校舎 3 号館 ＲＣ 1981 38 期間外 不要 2.6 3.0 Ｃ２ 

46 南中学校プール施設 ＣＢ 1979 40 ― 不要 2.5 3.0 Ｃ２ 

47 南中学校屋内運動場 Ｓ 1980 39 第 4期 実施済 2.6 3.0 Ｃ２ 

48 南中学校校舎Ａ棟 ＲＣ 1979 40 第 4期 実施済 2.5 3.0 Ｃ２ 

49 南中学校校舎Ｂ棟 ＲＣ 1979 40 第 4期 実施済 2.5 3.0 Ｃ２ 

50 東中学校プール施設 ＣＢ 1981 38 ― 不要 2.6 3.0 Ｃ２ 

51 東中学校屋内運動場 ＲＣ 1980 39 期間外 実施済 2.6 3.0 Ｃ２ 

52 東中学校校舎Ａ棟 ＲＣ 1980 39 第 4期 実施済 2.6 3.0 Ｃ２ 

53 東中学校校舎Ｂ棟 ＲＣ 1980 39 第 4期 不要 2.6 3.0 Ｃ２ 

54 准看護学校 ＲＣ 1972 47 第 2期 未実施 2.1 ― Ｃ２ 

55 学校給食センター Ｓ 1989 30 期間外 不要 3.1 ― Ａ 
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優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

21.5 Ｃ 廃止 用途を廃止し、更新は行いません。 

35 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

35 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

36.5 Ｃ 廃止 用途を廃止し、更新は行いません。 

35 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

40.5 Ｂ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

36.5 Ｃ 廃止 用途を廃止し、更新は行いません。 

35 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

25 Ｃ 維持 学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づきます。 

35 Ｃ 維持 現状を維持しながら、関係団体への譲渡や施設の廃止など、今後の在
り方を検討します。 

28.5 Ｃ 維持  
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Ⅵ 子育て支援施設 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・公立保育所は 6か所で、うち第二保育所及び第四保育所は休園中です。 

・保育所のほとんどが築後 30年以上経過しており、老朽化が目立ちます。 

・児童数は減少傾向にありますが、今後受入れ児童の低年齢化（0～2歳）

が予想され、保育の面積要件を満たした施設の維持管理が課題です。 

・学童保育室は、核家族化、共働き世帯の増加により、ニーズが年々高 

まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※羽生北学童保育室、川俣学童保育室、羽生南学童保育室は、小学校校舎内に設置されたことから対象外としています。 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 
耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 
 

ｻｰﾋﾞｽ評価 
(a)×(b) 

1 第一保育所 Ｓ 1981 38 第 1期 不要 2.6 3.3 Ｂ１ 

2 第二保育所 Ｓ 1982 37 第 1期 不要 ―  ― ― 

3 第三保育所 Ｓ 1995 24 期間外 不要 3.5 4.3 Ａ 

4 第四保育所 Ｓ 1979 40 第 1期 実施済 ―  ― ― 

5 第六保育所 Ｗ 1972 47 第 1期 実施済 0.3 3.3 Ｃ１ 

6 第七保育所 Ｗ 1975 44 第 1期 実施済 0.6 4.0 Ｃ１ 

7 岩瀬学童保育室 ＬＳ 2016 3 期間外 不要 4.7 4.0 Ａ 

8 新郷第 1学童保育室 ＬＳ 1996 23 第 3期 不要 2.7 4.0 Ｂ１ 

9 新郷第 2学童保育室① ＬＳ 1996 23 第 3期 不要 2.7 4.0 Ｂ１ 

10 新郷第 2 学童保育室② ＬＳ 2016 3 期間外 不用 4.7 4.0 Ａ 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・耐震性が確保されていることから、老朽化が進行した施設への対策（改

修・更新）を優先的に実施します。 

施設の全体的な方針 ・保育所は老朽化した施設が多いことから、今後の人口動向、利用状況等を

踏まえ、適切な規模による更新や集約化を検討します。 

・学童保育室は計画的な改修による長寿命化を図るとともに、小中学校施設

の適正規模・適正配置の方針に合わせた再配置について検討します。 

個別施設の方針 ・第一保育所は他保育施設への集約化を検討します。 

・第二保育所及び第四保育所は廃止のうえ、施設の売却や解体を検討しま

す。 

・第六保育所及び第七保育所は、新園舎建設により集約化を目指します。 

・学童保育室は計画的な改修により維持していきますが、小学校の空き教室

の活用なども検討します。 

 
 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

40 Ｂ 集約化 他の保育施設への集約化を検討します。 

― ― 廃止 休止中施設ですが、用途を廃止後、売却又は解体を検討します。 

35 Ｃ 維持  

― ― 廃止 休止中施設ですが、用途を廃止後、売却又は解体を検討します。 

51.5 Ａ 集約化 第七保育所と合わせて新園舎へ集約化を検討します。 

51.5 Ａ 集約化 第六保育所と合わせて新園舎へ集約化を検討します。 

20 Ｃ 維持 2016年度に更新済みです。 

24.5 Ｃ 維持  

20 Ｃ 維持  

20 Ｃ 維持  
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Ⅶ 保健・福祉施設 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・保健センターは築後 40年以上が経過し、老朽化による雨漏り・水漏れ等

の修繕が増加しています。 

・もくせいの里は、指定管理者制度により維持管理を行っており、老朽化

による修繕を実施しています。 

・手子林及び井泉老人憩の家は、認知症カフェ、いきいき百歳体操など地

域の高齢者の活動の場として利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 
耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 
 

ｻｰﾋﾞｽ評価 
(a)×(b) 

1 保健センター ＲＣ 1978 41 第 4期 実施済 2.4 3.3 Ｂ１ 

2 もくせいの里 Ｗ 1989 30 第 1期 不要 2.0 5.0 Ｂ１ 

3 手子林老人憩の家 Ｗ 1995 24 第 3期 不要 2.6 3.7 Ｂ１ 

4 井泉老人憩の家 Ｗ 1996 23 第 3期 不要 2.7 3.7 Ｂ１ 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・耐震性が確保されていることから、老朽化が進行した施設への対策（改

修・更新）を優先的に実施します。 

施設の全体的な方針 ・社会情勢や市民ニーズを踏まえて施設の在り方を検討します。 

・維持していく施設は、施設性能の維持や適切な規模による更新を検討しま

す。 

個別施設の方針 ・保健センターは現状を維持します。目標耐用年数経過時には、適正規模に

よる更新または他施設との複合化について検討します。 

・手子林及び井泉老人憩いの家は、生活支援体制整備の拠点として適切な維

持管理を行います。 

・もくせいの里は、民間への譲渡を検討します。 

 

 

 

 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方

針 

特記事項 

35.5 Ｃ 維持  

34.5 Ｃ 譲渡 民間への譲渡を検討します。 

30 Ｃ 維持  

30 Ｃ 維持  
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Ⅷ 行政系施設 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・市役所は必要に応じた修繕や耐震改修を実施しています。築後 45年が経

過し、特に空調設備の劣化が進んでいる状況です。 

・消防本部は築後 27年が経過し、老朽化による機能低下が進んでいます。 

・羽生駅自由通路及び西羽生駅自由通路は、施設の老朽化にともなう修繕 

を随時実施している状況です。      

 

 

施設名称 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 

耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 
 

ｻｰﾋﾞｽ評価 
(a)×(b) 

1 市役所車庫 ＬＳ 1983 36 第 2期 不要 1.4 ― Ｄ１ 

2 市役所本庁舎 ＲＣ 1974 45 第 4期 実施済 2.2 ― Ｂ１ 

3 消防本部防災資機材備蓄倉庫 Ｓ 1992 27 期間外 不要 3.3 ― Ｂ１ 

4 消防本部 ＲＣ 1992 27 期間外 不要 3.3 ― Ｂ１ 

5 訓練塔（Ａ塔） ＲＣ 1992 27 期間外 不要 3.3 ― Ｂ１ 

6 訓練塔（Ｂ塔） ＲＣ 1992 27 期間外 不要 3.3 ― Ｂ１ 

7 消防本部西分署 ＲＣ 1977 42 第 4期 不要 2.4 ― Ｂ１ 

8 羽生第 1消防センター Ｓ 1994 25 期間外 不要 3.4 ― Ｂ１ 

9 羽生第 2消防センター ＬＳ 2019 0 期間外 不要 5.0 ― Ａ 

10 新郷消防センター LＳ 2021 0 期間外 不要 5.0 ― Ａ 

11 岩瀬消防センター Ｗ 2010 9 第 4期 不要 4.1 ― Ａ 

12 川俣消防センター Ｓ 1996 23 期間外 不要 3.6 ― Ｂ１ 

13 井泉消防センター Ｓ 1997 22 期間外 不要 3.6 ― Ｂ１ 

14 須影消防センター Ｓ 1999 20 期間外 不要 3.8 ― Ｂ１ 

15 手子林第 1消防センター Ｓ 1998 21 期間外 不要 3.7 ― Ｂ１ 

16 手子林第 2消防センター Ｗ 2012 7 期間外 不要 4.3 ― Ａ 

17 村君消防センター Ｗ 2008 11 第 4期 不要 3.9 ― Ｂ１ 

18 三田ケ谷消防センター Ｓ 2000 19 期間外 不要 3.8 ― Ｂ１ 

19 羽生駅自由通路 Ｓ 2004 15 期間外 不要 4.1 ― Ａ 

20 西羽生駅自由通路 Ｓ 1981 38 期間外 不要 2.6 ― Ｂ１ 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・老朽化が進行した施設への対策を優先的に検討します。 

 

 

施設の全体的な方針 ・消防施設その他行政施設は市民生活を維持するうえで必要な施設であるこ

とから、適切な施設の維持管理により、施設の長寿命化を図ります。 

 

個別施設の方針 ・市役所及び消防関係施設は計画的な改修により長寿命化を図ります。 

・駅自由通路は、計画的な改修により長寿命化を図ります。 

 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

25 Ｃ 維持  

40 Ｂ 維持  

42.5 Ｂ 維持  

42.5 Ｂ 維持  

32.5 Ｃ 維持  

32.5 Ｃ 維持  

30 Ｃ 維持  

37.5 Ｃ 維持  

25 Ｃ 維持  

25 Ｃ 維持  

25 Ｃ 維持  

35 Ｃ 維持  

37.5 Ｃ 維持  

37.5 Ｃ 維持  

37.5 Ｃ 維持  

25 Ｃ 維持  

25 Ｃ 維持  

32.5 Ｃ 維持  

22.5 Ｃ 維持  

27.5 Ｃ 維持  
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Ⅸ 公営住宅 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・公営住宅は、「羽生市営住宅長寿命化計画」（平成 26年度策定）により、

施設の計画的な維持管理を推進します。 

・旭町団地は老朽化が顕著となっており、「羽生市営住宅長寿命化計画」で

は長寿命化の対象外としていることから、空き住戸となった住棟から順

次用途を廃止している状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 
耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 
 

ｻｰﾋﾞｽ評価 
(a)×(b) 

1 宮田団地 ＲＣ 1977 42 第 4期 不要 2.4 4.5 Ｂ１ 

2 南羽生団地 ＲＣ 1981 38 期間外 不要 2.6 3.0 Ｃ２ 

3 利根ヒルズこすか団地 ＲＣ 1996 23 期間外 不要 3.6 3.5 Ａ 

4 旭町団地 1号棟 ＰＣ 1971 48 第 1期 未実施 ― ― ― 

5 旭町団地 2号棟 ＰＣ 1971 48 第 2期 未実施 2.0 4.0 Ｂ１ 

6 旭町団地 3号棟 ＰＣ 1971 48 第 1期 未実施 ― ― ― 

7 旭町団地 4号棟 ＰＣ 1971 48 第 2期 未実施 2.0 4.0 Ｂ１ 

8 旭町団地 5号棟 ＰＣ 1972 47 第 1期 未実施 ― ― ― 

9 旭町団地 6号棟 ＰＣ 1972 47 第 1期 未実施 ― ― ― 

10 旭町団地 7号棟 ＰＣ 1972 47 第 2期 未実施 2.1 4.0 Ｂ１ 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・本計画に加え、「羽生市営住宅長寿命化計画」に基づく対策を優先的に実

施します。 

施設の全体的な方針 ・耐震性の確保ができている施設の長寿命化を図ります。 

・人口減少、高齢化等を考慮し、維持していくべき施設と使用しない施設を

明確にし、更新や廃止について検討します。 

個別施設の方針 ・宮田団地、南羽生団地、利根ヒルズこすか団地は、計画的な改修により、

長寿命化を図ります。 

・旭町団地は新規入居者の募集を行わず、空き住棟は用途廃止後に解体し、

跡地の活用を図ります。 

 

 

 

 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

32.5 Ｃ 維持  

32.5 Ｃ 維持  

27.5 Ｃ 維持  

― ― ― 用途廃止済みのため、旧施設を解体し、跡地の活用を検討します。 

42.5 Ｂ 維持 耐用年数到来時に更新は行わず、施設は廃止します。 

― ― ― 用途廃止済みのため、旧施設を解体し、跡地の活用を検討します。 

42.5 Ｂ 維持 耐用年数到来時に更新は行わず、施設は廃止します。 

― ― ― 用途廃止済みのため、旧施設を解体し、跡地の活用を検討します。 

― ― ― 用途廃止済みのため、旧施設を解体し、跡地の活用を検討します。 

42.5 Ｂ 維持 耐用年数到来時に更新は行わず、施設は廃止します。 
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Ⅹ 供給処理施設 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・供給処理施設は、清掃センター、粗大ごみ処理場、汚泥再生処理センター

及び一般廃棄物最終処分場の 4施設があります。 

・清掃センターは、行田市との広域化による施設の整備に向けた協議を進

めます。 

・汚泥再生処理センターは、稼働率約 90％と高稼働率となっています。 

・一般廃棄物最終処分場は、全敷地の約 95％を埋立て済みです。 

 現在、一般廃棄物の受入れは停止しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 
耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 
 

ｻｰﾋﾞｽ評価 
(a)×(b) 

1 清掃センター ＲＣ 1982 37 期間外 不要 2.7 ― Ｂ１ 

2 粗大ごみ処理場 Ｓ 1987 32 期間外 不要 3.0 ― Ｂ１ 

3 汚泥再生処理センター ＲＣ 2004 15 期間外 不要 4.1 ― Ａ 

4 一般廃棄物最終処分場 Ｓ 1996 23 期間外 不要 3.6 ― Ａ 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・耐震性が確保されていることから、老朽化が進行した施設への対策（改修

等）を優先的に実施します。 

施設の全体的な方針 ・供給処理施設については、建築物以外のプラント設備を維持するためのコ

ストが発生することが想定されます。施設を長期に利用していくため、予

防保全を意識しながら、維持管理費の平準化に努めます。 

 

個別施設の方針 ・清掃センターは、適正な運転管理と定期点検整備、適時の修繕により整備

時期まで適切に維持します。 

・汚泥再生処理センターは、適正な維持管理に努めながら、下水道の整備状

況に合わせて、処理量の軽減化を図ります。 

・一般廃棄物最終処分場は、適正な維持管理に努めます。 

 

 

 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

45 Ｂ 更新 行田市との広域化により、同市小針地内へ施設を整備する方針です。 

42.5 Ｂ 更新 行田市との広域化により、同市小針地内へ施設を整備する方針です。 

35 Ｂ 維持  

40 Ｂ 維持  
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Ⅺ その他 

（１）施設の概要 

  

現状と課題 

・斎場は、指定管理者制度を導入しています。昭和 52 年度に建築され、 

施設の老朽化への対応が課題です。 

・旧女性センターは築後 50年が経過しており、現在は用途廃止済みです。

今後は民間への売却を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
主体 

構造 

建築 

年度 

経過 

年数 

更新時期 

の目安 
耐震 

改修 

建物 

評価 
(a) 

ｻｰﾋﾞｽ 

評価 
(b) 

建物評価 
 

ｻｰﾋﾞｽ評価 
(a)×(b) 

1 斎場 ＲＣ 1977 42 第 4期 実施済 2.4 2.3 Ｃ２ 

2 旧女性センター（パープル羽

生） 
ＲＣ 1969 50 第 1期 不要 ― ― ― 
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（２）公共施設マネジメントに向けた方針 

対策の優先順位 ・稼働中の斎場について優先的に改修等を行います。 

 

施設の全体的な方針 ・斎場については、予防保全による計画的な施設の維持管理を図ります。 

 

個別施設の方針 ・斎場については、予防保全による計画的な施設の維持管理を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

優先度 

評価点 

対策の

優先度 

10年間の 

対策方針 
特記事項 

35 Ｃ 維持  

― ― ― 跡地は民間への売却等を検討します。 
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第２節 リーディングプロジェクトについて 

１ リーディングプロジェクトの位置づけ  

本市の公共施設は、多くの施設で老朽化が進み、その改修には多額の費用がかかることが予想され、

その全てを維持することは困難です。そこで、前述した個別施設の評価等に基づく施設の対策方針と、

平成 29 年度に開催した羽生市公共施設最適化検討プロジェクトにおける検討結果を踏まえ、特に公共

施設の総量適正化への効果が大きい再配置案をリーディングプロジェクト（以下「プロジェクト」とい

う。）と位置付け、今後優先的に検討し、施設総量の適正化に取り組みます。リーディングプロジェクト

案は以下の 3つです。 

 

プロジェクトＡ：新施設の建設による既存施設の複合化 
 

プロジェクトＢ：公立保育所の再編 
 

プロジェクトＣ：小中学校の適正規模・適正配置に基づく再編成 

 

※次頁以降のプロジェクト案に関する留意事項 

・プロジェクト案のうちプロジェクトＣについては、「羽生市立小中学校適正規模・適正配置に関す

る基本方針」において示された具体的な再編案について、個別施設計画に反映するものとします。 

・単純更新とは、施設建築後 30年目に大規模改修を実施し、60年目に同規模での更新（建替え）を

行うことをいいます。 

・効果額の試算では、更新費用及び大規模改修費用については、47頁の図表 20「公共施設の更新・ 

大規模改修費用単価」を用い、解体費用については、図表 21「解体費用単価」を用いています。 

また、中学校プール槽は市内各小学校プール槽の建設実績額を基に試算しています。 

・試算金額は、すべて消費税(10％)込みの金額で記載しています。 

・各プロジェクト案は今後検討を進めるものであり、具体的な対応時期や施設規模など、現時点では

未定です。 
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２ リーディングプロジェクト案について  

 

市民プラザ、女性センター、中央公民館といった類似した機能を持つ施設を複合化・集約化し、適正

なサービスを提供する新施設を建設することで、施設総量及びライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

▷女性センターは市民プラザや中央公民館との複合化を実施し、現行の施設は用途廃止済みとなってお

ります。女性センターの跡地については、民間への売却を検討します。 

▷市民プラザの長寿命化には高額な費用がかかる見込みであり、施設の老朽化に伴い修繕や光熱費も増

加していることから、既存施設よりも規模を縮小した複合新施設の建設を検討します。また、建設場

所、延床面積、実施時期等についても今後検討するものとします。 

▷中央公民館は大規模改修が未実施であり、改修には多額の費用がかかる見込みです。また、老朽

化による維持管理コストの増大も見込まれます。機能面で類似する市民プラザとの複合化に向い

ており、複合施設を新設した場合のコスト削減効果が高い施設です。 

 

◆プロジェクトＡ に関連する施設 
 

施設名称 主体構造 延床面（㎡） 建築年度 
築年数 

（R1年時点） 

市民プラザ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 14,014.45 1982 37 

女性センター 

（ﾊﾟｰﾌﾟﾙ羽生） 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 653.33 1969 50 

中央公民館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,125.75 1982 37 

 

◆プロジェクトＡの効果額 
 
 該当施設を今後 40 年間で単純更新する場合の更新等費用試算額は約 79.64 億円となります。 

既存の市民プラザの延床面積を 80％削減した複合施設（約 2,800 ㎡）を新設すると仮定した場合、

40 年間にかかる更新等費用試算額は約 24.23 億円であり、既存施設全てを単純更新する場合よりも

約 55.41 億円のコスト削減が見込まれます。 
  

【40年間の単純更新時の費用】     【プロジェクトＡ案の費用】 

市民プラザ  61.66億円       複合施設の新設関係費用 24.23億円 

女性センタ－  3.95億円        ・建築費用＋改修費用＋既存施設撤去費用 

中央公民館  14.03億円        ・延床面積 2800 ㎡・RC造と仮定 

      合計  79.64億円        ・土地取得、実施設計費用は含まない。 

 

                  削減効果額 55.41 億円 
 

 

＞ 

プロジェクトＡ 新施設の建設による既存施設の複合化 
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 当市の保育所施設は築年数の経過とともに老朽化した施設が多く存在しますが、今後乳幼児数の

減少が予想される中、保育事業を効率的に運営するためには、当市の規模に即した保育所の再編が

必要です。 

特に第六保育所は築年数 47 年が経過し、例年、児童在所率が低い状況にあります。そのため、

近隣に位置する第七保育所と機能を集約し、施設職員の再配置を行いながら保育運営体制の充実を

図ります。また、その他の公立保育所についても、今後の乳幼児数の動向を踏まえ、民間保育園の

活用等による集約化を進め、施設総量の適正化につなげます。 

 

▷第六保育所及び第七保育所は、低年齢児の受け入れなどニーズに合った施設規模で園舎を新設する 

▷ことで集約化を図ります。 

▷第一保育所、第二保育所及び第四保育所は、民間保育園や公立保育所（第三保育所または新設保育所） 

▷への集約化を推進することで、将来的に施設の休止または廃止を検討します。 

 

◆プロジェクトＢ に関連する施設 
 

施設名称 主体構造 延床面（㎡） 建築年度 
築年数 

（R1年時点） 

第一保育所 鉄骨造 372.00 1981 38 

第二保育所 鉄骨造 395.87 1982 37 

第三保育所 鉄骨造 481.00 1995 24 

第四保育所 鉄骨造 370.34 1979 40 

第六保育所 木造 272.00 1972 47 

第七保育所 木造 339.52 1975 44 

  

◆プロジェクトＢの効果額 
 
 公立保育所を今後 40 年間で単純更新する場合の更新等費用試算額は約 10.56 億円となります。 

第六及び第七保育所を集約した施設を新設し、他の公立保育所の集約化も進めた場合、既存施設

全てを単純更新する場合よりも約 4.55 億円のコスト削減が見込まれます。 
 

 
 

 

 

 

 

【40年間の単純更新時の費用】    【プロジェクトＢ案の費用】 

第一保育所 1.76億円       園舎の新設関係費用 4.95億円 

第二保育所 1.87億円       第三保育所改修費用 1.06億円  

第三保育所 2.28億円             合計  6.01億円 

第四保育所 1.75億円      ・新設関係費用は建築費用＋改修費用＋既存施設撤去費用の合計 

第六保育所 1.29億円      ・施設は延床面積 1000㎡・S造と仮定 

第七保育所 1.61億円      ・土地取得、実施設計費用は含まない。 

     合計 10.56億円         
 

              削減効果額 4.55 億円 

＞  

プロジェクトＢ 公立保育所の再編 
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 学校施設（小学校及び中学校）は本市の全公共施設の延床面積のうち 5 割近くを占めており、そ

のほとんどが昭和 50 年代前後に建設されていることから、2050 年から 2060 年代にかけて更新時期

が集中し多額の費用がかかることが想定されます。一方、児童生徒数は近年の少子化の影響により

減少しており、小中学校の小規模化が進んでいます。今後の推計からも、更なる児童生徒数の減少

が見込まれ、適正な学校規模の維持が困難になることが予想されます。 

そこで本市では、令和４年３月に小中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針を策定している

ことから、本方針に示された具体的な再編案について、個別施設計画に反映するものとします。 

 

▷小中学校は、児童生徒数の推移と学校の再編成の進捗に合わせ、余剰となった施設を廃止するこ

とにより、施設維持に係る財政的負担の軽減につなげます。 

▷なお、中学校プール施設は、令和２年度から廃止をしています。 

 

◆プロジェクトＣ に関連する施設 
 

施設名称 延床面積合計（㎡） 

市立小学校 11校（プール施設含む） 44,884 

市立中学校 3校（プール施設除く） 26,189 

市立中学校 3校 プール施設 161 

※小・中学校のプール施設は建屋が対象であり、プール槽は含まない。 

 

◆プロジェクトＣの効果額 
 

仮に小学校 1 校を廃止する場合、校舎、屋内運動場及びプール施設を合わせ、最低でも 8.04 億円 

以上の更新費用の削減が見込まれることから、学校施設の適正規模・適正配置の推進による効果額

は大きくなるものと考えられます。 

中学校のプール施設（建屋のみ）は、3 校合わせて、今後 40 年間で約 8 千万円の費用がかかる見

込みです。さらに、総合管理計画に含まれてはいませんが、プール槽の更新費用が 3 校で 4.95 億円

と試算され、中学校プール施設廃止に伴う効果額は約 5.71 億円と見込まれます。 
     

・小学校 1校を廃止した場合の更新費用の削減額  

・・小学校校舎の更新費用    6.10億円 

小学校屋内運動場更新費用  1.80億円    1校あたり最低 8.04億円以上の削減効果 

小学校プール施設更新費用  0.14億円   

 

 

 

 

 

 

プロジェクトＣ 小中学校の適正規模・適正配置に基づく再編成 

・中学校（3校）プール施設廃止による更新費用の削減額 
 

中学校プール施設（建屋）更新費用 0.76億円     

中学校プール槽更新費用        4.95億円     

 

 約 5.71億円の削減効果 
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2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

（R３年） （R４年） （R５年） （R６年） （R７年） （R８年） （R９年） （R10年） （R11年） （R12年）

　

公立保育所 及び 民間保育園等の活用により集約化し、廃止を検討

※第四保育所に合わせて、現在休止中の第二保育所も廃止を検討

大規模改修を行い施設を維持

中学校プール施設の廃止（R２年度）

小中学校適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき対応
適正規模・適正

配置に関する基

本方針に基づく

上記以外の

小中学校

適正規模・適正

配置に関する基

本方針に基づく

再編成

村君小学校

　施設跡地の活用を検討

　施設跡地の活用を検討

複合化
女性センター

（パープル羽生）
施設跡地の活用を検討

図表19　リーディングプロジェクト対象施設計画案

施設名
2031年～

対策方針
（R13年～）

社会状況の変化を踏まえ

複合化中央公民館
単独施設として維持

適正規模・適正

配置に関する基

本方針に基づく

再編成

三田ケ谷小学校

必要に応じて複合化検討

複合新施設 複合化市民プラザ
修繕を行いながら施設を維持

適正規模・適正

配置に関する基

本方針に基づく

再編成

井泉小学校

集約化第四保育所

集約化第六保育所
R7.4.1　第六・七保育所集約化完了　開園

R4-R6年度　第六・第七保育所集約化実施

※詳細は別紙「第六・第七保育所集約新設事業スケジュール」のとおり

集約化第七保育所

集約化第一保育所

維持第三保育所

社会状況の変化を踏まえ必要に応じて集約化検討
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第４章 対策費用の試算について 

１ 更新・改修費用等試算の考え方  

施設の中長期的に必要な費用を試算します。試算における更新（建替え）費用の単価は、「公共施設等

更新費用試算ソフト」（地域総合整備財団）の値（図表 20・更新費用単価欄参照）を参考に設定します。 

また、大規模改修費用の単価は、より実態に近い試算とするため、羽生市の過去 5年間の工事実績か

ら算出した平均単価（図表 20・大規模改修費用単価欄参照）を使用するものとします。 

解体費用の単価は、埼玉県入札情報公開システムより抽出した過去 5年間の埼玉県内の解体工事から、

構造別に平均単価を算出した数値（図表 21参照）を設定します。 

なお、施設ごとの修繕履歴や劣化状況により費用が変動することから、この試算額は必ずしも実態と

一致するものではありません。また、試算金額は、消費税(10%)込みの金額で記載しています。 

 

図表２０ 公共施設の更新・大規模改修費用単価 ※1 

施設分類 更新費用単価 ※2 大規模改修費用単価 ※3 

市民文化系施設 44 万円/㎡ 16.5 万円/㎡ 

社会教育系施設 44 万円/㎡ 16.5 万円/㎡ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 39.6 万円/㎡ 16.5 万円/㎡ 

産業系施設 44 万円/㎡ 16.5 万円/㎡ 

学校教育系施設 36.3 万円/㎡  11 万円/㎡ 

子育て支援施設 36.3 万円/㎡  11 万円/㎡ 

保健・福祉施設 39.6 万円/㎡ 16.5 万円/㎡ 

行政系施設 44 万円/㎡ 16.5 万円/㎡ 

公営住宅 30.8 万円/㎡  11 万円/㎡ 

供給処理施設 39.6 万円/㎡ 16.5 万円/㎡ 

その他 39.6 万円/㎡ 16.5 万円/㎡ 

※1 消費税(10%)込みの金額です。 

※2 「公共施設等更新費用試算ソフト」（地域総合整備財団）より 

※3 過去 5年間（H27年～R1年）の羽生市工事実績より算出（一部施設は別途設定した単価を使用） 

 

図表２１ 解体費用単価 ※4 

構 造 解体費用単価 

鉄筋コンクリート造 57,200 円/㎡ 

鉄骨造 46,200円/㎡ 

木造 40,700円/㎡ 

※4 消費税(10%)込みの金額です。 
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２ 既存施設を単純更新する場合の将来更新等費用の試算  

既存施設を単純更新（築 30年目に大規模改修、築 60年目に同規模で建替え）する場合、令和 3年度

から令和 12年度までの 10年間の更新等費用の総額は約 77億円、1年間当たり約 7.7億円と推計されま

す。また、令和 3年度から令和 42年度までの 40年間では、更新等費用の総額が約 609億円、1 年間当

たり約 15.2億円と推計されます。 

更新等費用の状況を年代別に見ると、第 2期と第 3期に更新時期を迎える施設が集中しており、費用

に大きな偏りがあります。中央公民館、市民プラザなど大規模施設が更新時期を迎えるため、令和 24年

度の更新等費用が特に多くなっています。 

 

 

 

 

＜既存施設を単純更新する場合の将来更新等費用の試算条件＞ 

・物価変動率、落札率等は考慮しない。 

・既存施設を築 30年目に大規模改修（大規模改修実績がある施設は除く。）、築 60年目に現在と同じ

延床面積で建替えるものとして試算 

・令和元年度時点で築 30年を経過している大規模改修未実施の施設は、積み残しとして令和元年度 

 から 10年間で処理するものとして試算 
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３ 長寿命化、施設の再配置、平準化を考慮した場合の将来更新等費用の試算  

施設を長寿命化し、施設ごとの対策方針に沿った再配置を実施する場合、令和 3 年度から令和 12 年

度までの 10 年間の更新等費用の総額は約 58 億円、1 年間当たり約 5.8 億円と推計されます。また、令

和 3 年度から令和 42年度までの 40 年間では、更新等費用の総額が約 397 億円、1年間当たり約 9.9億

円と推計されます。 

 将来更新等費用の状況をみると、平準化により費用が分散されることで、単年度あたりの財政負担が

軽減されます。第 4期は体育館、市庁舎、学校施設といった規模が大きい施設の更新時期が重なること

から比較的費用が多くなっていますが、社会情勢や市民ニーズの変化を考慮した施設規模の縮小や小中

学校施設の適正配置が進むことで、第 4期の更新等費用は更なる削減が見込まれます。 

 

 

 

＜長寿命化、施設の再編、平準化を考慮した場合の将来更新等費用の試算条件＞ 

・物価変動率、落札率等は考慮しない。 

・施設は目標耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積での更新を基本とする（一部施設を除く。）。 

・目標耐用年数 80年の施設は、大規模改修 1回及び計画改修 2回を実施するものとし、計画改修 

の費用は大規模改修費用の単価の 1/2 として試算 

・目標耐用年数 50年の施設は、大規模改修を 1回実施するものとして試算 

・令和元年度時点で計画改修の実施年を経過している施設は、積み残しとして大規模改修実施時の 

費用を 1.5倍で試算（倉庫等、一部施設を除く。） 

・リーディングプロジェクト案における新施設については、便宜上、リーディングプロジェクト案 

で用いた数値で試算する（内容は今後検討するため、規模や時期は仮の設定とする。）。 

・平準化のため、施設により改修・更新時期を調整 

 



 

（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

0 0 0 0 0 89,598 271,515 0 183,486 137,132 681,731

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

0 0 0 0 0 424,253 0 0 0 0 424,253

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

0 0 0 0 0 0 87,698 0 25,410 32,945 146,053

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ４ 今後１０年間の対策内容と実施時期

効果額

　 今後10年間の対策内容と実施時期を掲載します。また、中長期的な視点で対策実施時期を把握
できるよう、令和3年度から40年間の実施時期の目安を参考資料として掲載します。
　 なお、表中の効果額欄は、施設の対策を行うことによる今後の費用削減見込額を示しています。

対策費用合計

0

大規模改修
25,410

25,410

1972

0

1988

32,945

1986

1985
大規模改修

32,945

87,698
87,698

計画改修
2002

0

建築
年度

計画期間

合　計

1979

対策費用合計

効果額

Ⅲ　スポーツ・レクリエーション系施設

1980 0

117,379
1985

大規模改修

306,874

117,379

1985

計画期間

合　計

306,874
大規模改修

効果額

Ⅱ　社会教育系施設

建築
年度

対策費用合計

01978

1975

16　西新田集会所

15　下岩瀬集会所
維持

対策費用

維持

対策費用

0

65,551

大規模改修
65,551

24,047
24,047

2001

1974

1994
大規模改修

大規模改修

1977 0

34,485
34,485

12,870

大規模改修
12,870

大規模改修
91,743

134,496

91,743
1983

大規模改修

134,496

89,664
大規模改修

1981
89,664

大規模改修

0

0

91,743
91,743

1983

137,132
1984

大規模改修
137,132

0

0

建築
年度

計画期間

合　計

Ⅰ　市民文化系施設

1983

施設名

1　産業文化ホール

2　中央公民館

対策方針

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用
3　新郷公民館

6　川俣公民館

5　岩瀬公民館

4　須影公民館

11　村君公民館

10　三田ヶ谷公民館 プレイルーム

9　三田ヶ谷公民館

8　手子林公民館

7　井泉公民館

1982

1978

1981

14　桑崎集会所

13　稲子集会所

12　須影集会所

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

1995

1980

6　中央公園  管理棟

対策方針

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

施設名

3　お種さんの資料館

2　郷土資料館

1　図書館

対策方針

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

施設名

1　体育館

5　中央公園  メイントイレ

4　中央公園 物置

3　中央公園 陸上競技場メインスタンド

2　体育館サブアリーナ
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（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

0 0 0 0 0 33,495 22,275 68,640 0 26,767 151,177

0 0 0 250,095 0 0 0 0 0 0 250,095

（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

建築
年度

1982

計画期間

合　計

1　市民プラザ
対策費用

1992

維持

Ⅳ　産業系施設

0

施設名 対策方針

0
2　羽生勤労者総合福祉センター
　 （ワークヒルズﾞ羽生）

維持

対策費用

33,495
33,495

計画改修
1999

5 三田ヶ谷農林公園 （キヤッセ羽生）
　 第二農業物産館

4  三田ヶ谷農林公園 （キヤッセ羽生）
　  加工体験棟

維持

対策費用

維持

対策費用
02010

計画改修

42,405

6 三田ヶ谷農林公園 （キヤッセ羽生）
　 レストラン・地ビール工房

7 三田ヶ谷農林公園 （キヤッセ羽生）
　 農業体験棟

維持

対策費用

維持

対策費用

42,4052000

計画改修
26,2352000

22,275
計画改修

1999

26,235

22,275

9 三田ヶ谷農村センター

8 三田ヶ谷農林公園 （キヤッセ羽生）
　 農業物産館

維持

対策費用

維持

対策費用
01977

2007
計画改修

26,767
26,767

対策費用合計

10 道の駅はにゅう
維持

対策費用

計画期間

施設名

1　羽生北小学校　プール施設

対策方針

維持

対策費用

合　計

効果額

Ⅴ　学校教育系施設

建築
年度

01990

1990 0

3　羽生北小学校　校舎１号館

2　羽生北小学校　屋内運動場
維持

対策費用

維持

対策費用

大規模改修
469,7551991

469,755

5　羽生北小学校　校舎３号館

4　羽生北小学校　校舎２号館
維持

対策費用

維持

対策費用

01969

01979

1996 0

7　新郷第一小学校　屋内運動場

6　新郷第一小学校　プール施設
維持

対策費用

維持

対策費用
01986

8　新郷第一小学校　校舎

9　新郷第二小学校プール施設

維持

対策費用

維持

対策費用

01981

01983

1982 0

11　新郷第二小学校校舎

10　新郷第二小学校屋内運動場
維持

対策費用

維持

対策費用
01980

13　須影小学校屋内運動場

12　須影小学校プール施設
維持

対策費用

維持

対策費用

01985

01985

大規模改修
1984 375,210

15　須影小学校校舎２号館

14　須影小学校校舎１号館
維持

対策費用

維持

対策費用

375,210

147,345
大規模改修

1984
147,345

17　岩瀬小学校屋内運動場

16　岩瀬小学校プール施設
維持

対策費用

維持

対策費用

01986

01981

1979 018　岩瀬小学校校舎

19　川俣小学校プール施設

維持

対策費用

維持

対策費用
01998

0

21　川俣小学校校舎

20　川俣小学校屋内運動場
維持

対策費用

維持

対策費用
1982

1984

300,080
大規模改修

300,080
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（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

0 299,640 0 304,700 0 431,970 305,855 611,930 649,055 469,755 3,072,905

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建築
年度

計画期間

合　計

0

1964

1984

1975

0

01993
対策費用

維持

1979

1980 0

304,700
大規模改修

304,700

0

0

0

1989

1988

595,485
大規模改修

1989
595,485

0

01982

2000

1978 0

0

0
維持

対策費用
1989

1997

01973

0

01977

1981

53,570
大規模改修

1977
53,570

158,510
大規模改修

158,510

311,850
大規模改修

1976

1976

311,850

01981

43　西中学校校舎１号館
維持

対策費用
1995 0

56,760
計画改修

2002

45　羽生西中学校校舎３号館

44　西中学校校舎２号館
56,760対策費用

維持
01981

01979

47　南中学校屋内運動場

46　南中学校プール施設
廃止

対策費用

維持

対策費用
01980

048　南中学校校舎Ａ棟 1979

1979
299,640

299,640
大規模改修

01981

01980

対策費用

維持

対策費用

01980

01980

01972
維持

1989

対策費用

維持

対策費用
0

23　井泉小学校屋内運動場

22　井泉小学校プール施設

31　三田ヶ谷小学校校舎

30　三田ヶ谷小学校屋内運動場

29　三田ヶ谷小学校プール施設

28　手子林小学校校舎

27　手子林小学校屋内運動場

26　手子林小学校プール施設

35　村君小学校校舎

34　村君小学校屋内運動場

33　村君小学校プレイルーム棟

32　村君小学校プール施設

40　羽生南小学校生活科室棟

39　羽生南小学校校舎２号館

38　羽生南小学校校舎１号館

37　羽生南小学校屋内運動場

36　羽生南小学校プール施設

54　准看護学校

53　東中学校校舎Ｂ棟

52　東中学校校舎Ａ棟

51　東中学校屋内運動場

50　東中学校プール施設

49　南中学校校舎Ｂ棟

対策方針

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

施設名

25　井泉小学校校舎２号館

24　井泉小学校校舎１号館

対策費用合計

効果額

維持

対策費用

維持

対策費用

廃止

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

廃止

対策費用

維持

維持

対策費用

42　西中学校屋内運動場

41　西中学校プール施設

55　学校給食ｾﾝﾀｰ
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（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

0 0 0 363,000 46,469 48,604 0 0 0 0 458,073

0 0 0 0 444,604 305,545 0 0 0 0 750,149

（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

0 0 0 0 0 139,875 11,000 0 0 0 150,875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

014　須影消防センター 1999
維持

対策費用

0
対策費用

13　井泉消防センター 1997
維持

0
対策費用

対策費用

12　川俣消防センター 1996
維持

015　手子林第１消防センター 1998
維持

0

施設名

2016
維持

対策費用

建築
年度

計画期間

合　計

Ⅵ　子育て支援施設

解体
17,186

18,289

17,186

1995

1982
18,289

解体

0

1979
解体

17,110

解体

17,110

11,0701972
11,070

1975
集約化（新設） 旧施設解体

376,818

2016

363,000 13,818

0

大規模改修
11,770

5,830

11,770

計画期間

合　計

大規模改修

対策費用合計

効果額

1996

施設名 対策方針

維持

対策費用

Ⅶ　保健・福祉施設

5,830

大規模改修維持

対策費用
128,655

0

128,655

1989

1978

譲渡

対策費用

維持

対策費用 11,220
11,220

大規模改修
1995

11,000
大規模改修

計画期間

1　羽生市役所　車庫
維持

対策費用

合　計

効果額

Ⅷ　行政系施設

建築
年度

11,000

対策費用合計

4　井泉老人憩の家

01983

0

3　消防本部　防災資機材備蓄倉庫

2　羽生市役所　本庁舎
維持

対策費用

維持

対策費用

1974

1992 0

5　消防本部　訓練棟（Ａ棟）

4　消防本部
維持

対策費用

維持

対策費用

1992 0

1992 0

0

7　消防署　西分署

6　消防本部　訓練棟（Ｂ棟）
維持

対策費用

維持

対策費用

1992

01977

1994 0

9　羽生第２消防センター

8　羽生第１消防センター
維持

対策費用

維持

対策費用
02019

51,744
更新

51,744

2010

10　新郷消防センター

11　岩瀬消防センター

更新

対策費用

維持

対策費用

2021

0

3　第三保育所

2　第二保育所

1　第一保育所

10　新郷第２学童保育室 ②

9　新郷第２学童保育室 ①

8　新郷第１学童保育室

対策方針

集約化

対策費用

廃止

対策費用

維持

対策費用

集約化

対策費用

集約化

対策費用

集約化

対策費用

維持

対策費用

1981

維持

対策費用

施設名 対策方針

1996

3　手子林老人憩の家

2　もくせいの里

1　保健センター

7　岩瀬学童保育室

6　第七保育所

5　第六保育所

4　第四保育所

1996
維持

対策費用

建築
年度
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（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

51,744 0 0 0 0 0 0 0 0 103,339 155,083

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51,744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,744

（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

0 37,400 0 0 0 48,902 0 0 0 0 86,302

0 0 0 0 0 214,414 0 0 0 0 214,414

H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 （単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

0 0 0 0 0 0 0 0 207,824 0 207,824

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

0 0 0 37,370 0 114,985 0 0 0 0 152,355

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体
37,370

対策費用 37,370
2　旧女性センター　（パープル羽生） 1969

-

※ 清掃センター及び粗大ごみ処理場の対策費用及び更新時期は、行田市との広域化による施設の整備に向けて協議中

103,339

0

計画改修
103,339

0 0 0 0 0 0 0

2012

0

合　計
建築
年度

計画期間

0

2004
103,339

対策費用合計

効果額

0 0

0

103,339

大規模改修

Ⅸ　公営住宅

建築
年度

合　計

37,400

計画期間

1977
37,400

0

01981
対策費用

1971

1996
維持

9,780

1971 0

9,780
解体

1971
14,671

14,671
解体

0

1972

1971

14,671
14,671

解体

1972
解体

9,780
9,780

0

Ⅹ　供給処理施設

1972

建築
年度

計画期間

合　計

1982
更新※

―

―
更新※

1987

1996

計画改修

207,824
207,824

0

建築
年度

計画期間

合　計

114,985
大規模改修

114,985

17　村君消防センター

16　手子林第２消防センター

施設名

8　旭町団地　５号棟

6　旭町団地　３号棟

5　旭町団地　２号棟

4　旭町団地　１号棟

3　利根ヒルズこすか団地

2　南羽生団地

1　宮田団地

10　旭町団地　７号棟

9　旭町団地　６号棟

7　旭町団地　４号棟

対策方針

維持

対策費用

維持

対策費用

―

対策費用

維持

対策費用

―

対策費用

維持

対策費用

―

対策費用

2000

対策費用合計

効果額

19　羽生駅自由通路

18　三田ヶ谷消防センター

対策費用合計

効果額

Ⅺ　その他

2004

対策費用合計

効果額

―

施設名 対策方針

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用
1981

1　斎場

施設名 対策方針

維持

対策費用
1977

2008

20　西羽生駅自由通路

対策費用

維持

対策費用

4　一般廃棄物最終処分場

3　汚泥再生処理センター

2　粗大ごみ処理場

1　清掃センター

施設名 対策方針

更新

対策費用

更新

対策費用

維持

対策費用

維持

対策費用
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

0 0 0 0 0 89,598 271,516 0 183,487 137,132 59,400 0 49,720 0 121,593 0 41,027 41,027 0 73,803 0 0 0 181,624 80,192 45,872 45,711 627,330 0 0 64,126 0 0 0 174,803 22,275 218,812 237,457 0 218,812

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

0 0 0 0 0 424,253 0 0 0 0 0 0 2,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

0 0 0 0 0 0 87,698 0 25,410 32,945 0 57,024 0 0 0 0 0 0 522,072 0 0 0 0 0 175,395 0 16,473 0 0 8,470 0 0 0 0 0 0 15,840 0 2,505,947 0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

0 0 0 0 0 33,495 22,275 68,640 0 26,767 0 1,232,000 0 0 410,773 801,627 0 0 0 111,540 137,280 0 0 0 0 0 0 0 0 53,534 0 397,100 0 0 0 0 0 0 0 38,526

53,53426,7672087 324.45道の駅はにゅう 2007 ― 

64,126643.812037三田ヶ谷農村センター 1977 ― 

44,55022,2752079 270三田ヶ谷農林公園農業物産館 1999 ― 

52,47026,2353182080三田ヶ谷農林公園農業体験棟 2000 ― 

84,81042,4052080 514三田ヶ谷農林公園
レストラン・地ビール工房

2000 ― 

38,52614,44787.562060三田ヶ谷農林公園第二農業物産館 2010 ― 

66,99033,4952079 406三田ヶ谷農林公園加工体験棟 1999 ― 

166,100332,2002072 1510

14014.45

羽生勤労者総合福祉センター
（ワークヒルズﾞ羽生）

1992 ― 

2042 231,0001999

第１期 第２期 第３期 第４期

1,232,000 801,627市民プラザ 1982

Ⅳ　産業系施設 （単位：千円）

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

延床面積
（㎡）

5,94021,384542022中央公園管理棟 1972 ― 

8,47025,4102068 154中央公園メイントイレ 1988 ― 

9,90035,640902026中央公園物置 1986 ― 

16,47332,9452065 299.5中央公園陸上競技場メインスタンド 1985 2012

175,39587,69810632082

2,505,947

体育館サブアリーナ 2002 ― 

522,0722059 6328.15体育館 1979 2012

延床面積
（㎡）

第１期 第２期 第３期 第４期

Ⅲ　スポーツ・レクリエーション系施設 （単位：千円）

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

2,4832020 61お種さんの資料館 1980 ― 

58,690117,3792065 711.39郷土資料館 1985 ― 

153,4371859.842065― 

第１期 第２期 第３期 第４期

図書館 1985

Ⅱ　社会教育系施設 （単位：千円）

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

延床面積
（㎡）

306,874

18,64549,7201132028西新田集会所 1978 ― 

174,80332,77665,5512055 397.28下岩瀬集会所 1975 ― 

22,27559,4002024 135桑崎集会所 1974 ― 

64,12624,0472051 145.74― 稲子集会所 2001

91,96034,4852092044須影集会所 1994 ― 

218,81241,0272057 497.3村君公民館 1977 2015

34,32012,8702045 78三田ヶ谷公民館プレイルーム 1995 ― 

45,87291,743556.022063三田ヶ谷公民館 1983 ― 

44,832134,4962061 543.42手子林公民館 1981 ― 

44,83289,6642061 543.42

218,812

井泉公民館 1981 ― 

41,0272058 497.32013川俣公民館 1978

45,87291,743556.022063

218,812

岩瀬公民館 1983 ― 

41,0272060 497.3須影公民館 1980 2014

45,711137,1322064 554.07新郷公民館 1984 ― 

121,5932062 2125.75― 中央公民館 1982

627,33076042063

第４期

産業文化ホール 1983 2014

延床面積
（㎡）

第１期 第２期 第３期

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

　大規模改修実施年目安 　廃止(解体)年目安

Ⅰ　市民文化系施設 （単位：千円）

（参考資料）公共施設管理計画案
凡例 　計画改修実施年目安 　更新実施年目安

新施設への複合化を検討します （第２期以降）

修繕により現状維持を図り、他施設への複合化等を検討します。 施設は解体又は譲渡を検討します（第２期以降）

修繕により現状維持を図りながら、施設の在り方を検討します （第２期）
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公共施設管理計画案

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

0 0 0 304,700 0 375,210 305,855 611,930 649,055 469,755 148,280 0 0 0 0 0 0 54,890 0 217,608 193,243 258,968 0 145,695 69,740 20,625 20,625 0 1,177,143 0 183,480 0 0 0 1,005,510 1,552,188 353,562 0 1,662,540 881,727

2021 131― 

1,029,105

羽生南小学校生活科室棟 1981

311,85028352056羽生南小学校校舎２号館 1976 1998

523,083158,5102056 1441羽生南小学校校舎１号館 1976 1998

353,56253,5702057 9742001

88

羽生南小学校屋内運動場 1977

2037羽生南小学校プール施設 1977 ― 

2061 1733村君小学校校舎 1981 ― 

2053 4952008

150

村君小学校屋内運動場 1973

2029村君小学校プレイルーム棟 1989 ― 

2057 66村君小学校プール施設 1997 ― 

2058 25972009

750

三田ヶ谷小学校校舎 1978

2062三田ヶ谷小学校屋内運動場 1982 2014

2060 66三田ヶ谷小学校プール施設 2000 ― 

198,495595,4852069 3609― 

750

手子林小学校校舎 1989

20,6252068手子林小学校屋内運動場 1988 2017

2049 54

362,274

手子林小学校プール施設 1989 ― 

54,8902059 9982011

304,7002770

井泉小学校校舎２号館 1979

1,005,5102055

271,887

井泉小学校校舎１号館 1975 1996

20,5982060 749井泉小学校屋内運動場 1980 2007

2044 53― 

2728

井泉小学校プール施設 1984

150,040300,0802062川俣小学校校舎 1982 ― 

20,6252064 750川俣小学校屋内運動場 1984 2016

2058 66― 

1,172,1273229

川俣小学校プール施設 1998

177,5952059岩瀬小学校校舎 1979 2010

20,5982061 749岩瀬小学校屋内運動場 1981 2012

2046 39― 

893

岩瀬小学校プール施設 1986

49,115147,3452064須影小学校校舎２号館 1984 ― 

125,070375,2102064 2274須影小学校校舎１号館 1984 ― 

20,6252065 7502015

53

須影小学校屋内運動場 1985

2045

609,840

須影小学校プール施設 1985 ― 

92,4002060 1680新郷第二小学校校舎 1980 2015

16,5282062 6012007

39

新郷第二小学校屋内運動場 1982

2043新郷第二小学校プール施設 1983 ― 

172,6452061 3139新郷第一小学校校舎 1981 2016

20,6252066 7502013

66

新郷第一小学校屋内運動場 1986

2056新郷第一小学校プール施設 1996 ― 

128,13919,4152059 353

2696

羽生北小学校校舎３号館 1979 2014

978,6482049

469,7552847

2014 148,280羽生北小学校校舎２号館 1969

156,5852071羽生北小学校校舎１号館 1991 ― 

26,8952070 978羽生北小学校屋内運動場 1990 2018

第１期 第２期 第３期 第４期

羽生北小学校プール施設 1990

Ⅴ　学校教育系施設 （単位：千円）

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

延床面積
（㎡）

凡例 　計画改修実施年目安 　更新実施年目安

　大規模改修実施年目安 　廃止(解体)年目安

2050 76― 修繕を行いながら使用し、今後の在り方を検討します。

修繕を行いながら使用し、今後の在り方を検討します。

修繕を行いながら使用し、今後の在り方を検討します。

修繕を行いながら使用し、今後の在り方を検討します。

修繕を行いながら使用し、今後の在り方を検討します。

修繕を行いながら使用し、今後の在り方を検討します。

修繕を行いながら使用し、今後の在り方を検討します。

修繕を行いながら使用し、今後の在り方を検討します。

修繕を行いながら使用し、今後の在り方を検討します。

継続して使用しますが、更新は行いません。
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公

共

施

設

管

理

計

画

案

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

28,471 0 299,640 0 0 0 56,760 0 0 0 0 971,575 0 279,180 0 0 0 0 250,580 149,820 253,523 125,428 149,270 113,520 0 0 0 0 0 0 0 240,845 0 0 0 225,335 0 0 0 2,642,640 3,469,191
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

2,588.23 0 0 0 0 35,399 34,786 0 0 0 0 0 0 0 0 79,365 0 0 0 0 0 28,325 0 0 0 0 58,080 0 0 0 0 0 0 0 0 26,455 0 0 0 0 0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

1,187.65 0 0 0 0 0 139,875 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,328 0 0 0 0 0 0 40,392 39,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308,773 0 0

39,60011,0001002046井泉老人憩の家 1996 ― 

40,39211,2202045 102手子林老人憩の家 1995 ― 

2029 205.922011

308,773

もくせいの里 1989

64,328128,655779.732058

第４期

保健センター 1978 ― 

延床面積
（㎡）

第１期 第２期 第３期

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

Ⅶ　保健・福祉施設 （単位：千円）

6,600602066新郷第２学童保育室② 2016 ― 

19,2395,8302046 53新郷第２学童保育室① 1996 ― 

38,84111,7702046 107― 

197.5

新郷第１学童保育室 1996

21,7252066岩瀬学童保育室 2016 ― 

2015 339.52第七保育所 1975 ― 

2012 272― 

17,110370.34

第六保育所 1972

2039第四保育所 1979 ― 

26,45579,3652075 481第三保育所 1995 ― 

18,2892042 395.87― 

372

第二保育所 1982

17,1862041

第４期

第一保育所 1981 ― 

延床面積
（㎡）

第１期 第２期 第３期

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

Ⅵ　子育て支援施設 （単位：千円）

93,060279,18016922069学校給食センター 1989 ― 

2032 429― 

985,182

准看護学校 1972

149,27027142060

1,402,995

東中学校校舎Ｂ棟 1980 2014

212,5752060 3865

540,507

東中学校校舎Ａ棟 1980 2013

40,9482060 14892006

64

東中学校屋内運動場 1980

2041東中学校プール施設 1981 ― 

988,812149,820299,6402059 2724

1,653,828

南中学校校舎Ｂ棟 1979 2022

250,5802059 45562011

540,5071489

南中学校校舎Ａ棟 1979

40,9482060南中学校屋内運動場 1980 2005

2039 71南中学校プール施設 1979 ― 

84,4802061 15362017

1032

西中学校校舎３号館 1981

113,52056,7602082西中学校校舎２号館 2002 ― 

225,335676,0052075 4097西中学校校舎１号館 1995 ― 

147,785295,5702073 2687― 

2024 26

西中学校屋内運動場 1993

第２期 第３期 第４期

西中学校プール施設 1964

Ⅴ　学校教育系施設 （単位：千円）

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

延床面積
（㎡）

凡例 　計画改修実施年目安 　更新実施年目安

　大規模改修実施年目安 　廃止(解体)年目安

― 

第１期

譲渡や廃止等、今後の在り方を検討します。

用途廃止後、施設の売却又は解体を検討します（第１期）

他の保育施設への集約化を検討します （第１期）

集約化 ※詳細は別紙「第六・第七保育所

集約新設事業スケジュール」のとおり

民間への譲渡を検討します （第１期）

用途を廃止し、更新は行いません。

用途を廃止し、更新は行いません。

用途を廃止し、更新は行いません。

用途廃止後、施設の売却又は解体を検討します（第１期）
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公共施設管理計画案

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

#
#

51,744 0 0 0 0 0 0 0 0 103,339 0 323,336 280,426 679,538 11,613 26,804 65,586 26,705 26,705 26,705 20,955 0 0 15,754 0 17,701 0 0 0 206,677 0 161,668 39,976 3,509,440 7,173 8,935 154,331 110,692 8,902 39,869

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

7,291.58 0 37,400 0 0 0 48,901 0 0 0 0 0 0 0 0 39,121 312,761 0 0 80,010 0 80,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156,380 448,054 0 0 0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

5,599.54 0 0 0 0 0 0 0 0 207,824 0 0 0 0 0 0 146,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415,648 0 0 0 0 0 0 48,675 0 0 0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34 Ｒ35 Ｒ36 Ｒ37 Ｒ38 Ｒ39 Ｒ40 Ｒ41 Ｒ42

37,370旧女性センター（パープル羽生） 1969 1997 2029 653.33

275,96457,493114,985696.882057

第３期 第４期

斎場 1977 1993

目標耐用
年数

延床面積
（㎡）

第１期 第２期

Ⅺ　その他
（単位：千円）

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

48,675146,0252076 590―

207,8242519.08

一般廃棄物最終処分場 1996

415,6482084汚泥再生処理センター 2004 ―

2067 898.88

1591.58

粗大ごみ処理場 1987 ―

20622008

第１期 第２期 第３期 第４期

清掃センター 1982

Ⅹ　供給処理施設
（単位：千円）

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

延床面積
（㎡）

14,671256.482032旭町団地７号棟 1972 ―

9,7802032 170.98旭町団地６号棟 1972 ―

14,671256.482032旭町団地５号棟 1972 ―

14,6712031 256.48旭町団地４号棟 1971 ―

14,671256.482031旭町団地３号棟 1971 ―

9,7802031 170.98旭町団地２号棟 1971 ―

9,780170.982031旭町団地１号棟 1971 ―

156,380312,7612076 2843.28利根ヒルズこすか団地 1996 2009

80,0101454.722061南羽生団地 1981 2007

448,05480,01037,4002057 1454.72宮田団地 1977 2022

延床面積
（㎡）

第１期 第２期 第３期 第４期

Ⅸ　公営住宅
（単位：千円）

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

20,9552061 254西羽生駅自由通路 1981 2013

206,677103,3392084 1252.59―

8,902107.9

羽生駅自由通路 2004

26,7052080三田ヶ谷消防センター 2000 ―

30,96711,6132058 70.38村君消防センター 2008 ―

11,6132062 70.38―

8,902107.9

手子林第2消防センター 2012

26,7052078手子林第1消防センター 1998 ―

8,90226,7052079 107.9須影消防センター 1999 ―

8,90226,7052077 107.9―

8,935108.3

井泉消防センター 1997

26,8042076

30,967

川俣消防センター 1996 ―

11,6132060 70.38岩瀬消防センター 2010 ―

17,70151,7442071 107.28―

95.48

新郷消防センター 2021

15,7542069羽生第２消防センター 2019 ―

7,17321,5182074 86.94羽生第１消防センター 1994 ―

145,42927,2682057 330.522016

108

消防署　西分署 1977

8,91017,8202072消防本部訓練棟（Ｂ棟） 1992 ―

14,85029,7002072 180

1959.61

消防本部訓練棟（Ａ棟） 1992 ―

161,6682072

196.56

― 323,336消防本部 1992

16,21632,4322072消防本部防災資機材備蓄倉庫 1992 ―

3,509,4402054 7976 658,020市役所本庁舎 1974 2013

第１期 第２期 第３期 第４期

188,861 70,823市役所車庫 1983

Ⅷ　行政系施設
（単位：千円）

施設棟名称 建築年度 大規模改
修実施年

目標耐用
年数

延床面積
（㎡）

凡例 　計画改修実施年目安 　更新実施年目安

　大規模改修実施年目安 　廃止(解体)年目安

2033 429.23―

用途廃止済みのため、旧施設を解体し、跡地の活用を検討します（第１期）

更新は行わず、施設の廃止を検討します。

用途廃止済みのため、旧施設を解体し、跡地の活用を検討します（第１期）

更新は行わず、施設の廃止を検討します。

更新は行わず、施設の廃止を検討します。

用途廃止済みのため、旧施設を解体し、跡地の活用を検討します（第１期）

用途廃止済みのため、旧施設を解体し、跡地の活用を検討します（第１期）

行田市との広域化による施設の整備に向けて協議を進めます（第１期）

行田市との広域化による施設の整備に向けて協議を進めます（第１期）

市民プラザや中央公民館と複合化済みです（2022年）
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第５章 今後の取り組み 

１ 実施・検証の考え方  

本計画は 10 年間の実施計画ですが、その後は財政状況や環境の変化に応じて計画を見直す必要があ

ります。 

ＰＤＣＡサイクルにより継続的に管理を行い、計画の精度向上・見直しを行いながら、将来にわたり

適切な公共施設マネジメントを行っていきます。 

 

 

２ 今後の取り組み  

（１）補助金制度の活用が可能な施設の把握 

   公共施設マネジメントに関する新たな取り組みを実施する際は、法律や制度、補助金について整 

  理します。羽生市における公共施設のうち、補助金制度が活用可能な施設について把握し、建物の 

  改修・更新にかかる実質的な支出を見据えて計画を実行していきます。 

 

 

（２）関係所管課と連携した取り組み 

   公共施設マネジメントは、市全体の公共施設のマネジメントについて統括管理する部門を中心に

関係所管課との連携を図りながら、公共施設の適切な改修・更新を行っていきます。 

 

 

（３）財政上の対応 

   公共施設マネジメントにおいては財政状況を踏まえた対応が必要です。個別施設計画では費用の

平準化を考慮し、今後 40 年間の施設の対応時期の一覧を掲載していますが、対応に当たっては財

政状況を鑑み、実施の是非を慎重に検討します。また、財政状況を踏まえた個別施設計画の見直し

を適宜行うものとします。 
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